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平成３１年４月１日制定 

令和７年１０月２９日改定 

（一社）建設技能人材機構 総会決議 

 

特定技能外国人の適切かつ円滑な受入れの実現に向けた建設業界共通行動規範 

 

 

I. 総則 

 

１．日本の建設業にとって有為な外国人材を特定技能外国人として確保し、現場を支える技能労

働者として受け入れ、育成するため、建設業界は、一般社団法人建設技能人材機構（以下「機

構」とする。）を設立し、ここで定める行動規範の遵守に一致協力する。 

 

２．特定技能外国人の来日準備や入国に関連して不当に高い金銭的負担を求める者、実勢水準以

下の低賃金で特定技能外国人を雇い競争環境を不当に歪める者及び反社会的勢力との一切の関

係を遮断する。 

 

３．特定技能外国人の受入れの前提として、生産性向上や国内人材確保の取組（適正な賃金水準

の確保、社会保険加入徹底、長時間労働の是正、女性・若年者の就業促進等）を最大限推進す

る。 

 

４．特定技能外国人の受入れに関し、労働関係法令その他の法令を遵守するとともに、特定技能

外国人との相互理解を深め、それぞれの文化や慣習を尊重し、特定技能外国人、建設産業及び

地域社会の健全な発展に貢献する。 

 

II. 受入企業（雇用者）の義務 

 

５．受入企業は、特定技能外国人が在留資格を適切に有していること（在留資格取得後にあって

も在留期間の更新を適切に行っていること等を含む。）を常時確認する。 

 

６．受入企業は、特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人と同等の報酬を、月給制・

固定給の設定などの方法によって確実に支払うとともに、技能の習熟に応じて昇給を行うこと

により、技能と経験に見合った適切な処遇を確保する。 

 

７．受入企業は、自ら社会保険への加入義務を果たすとともに、外国人を含め、被雇用者を必要

な社会保険に加入させる。 

 

８．受入企業は、特定技能外国人との雇用契約において、契約締結時に、当該外国人が従事する

業務内容、これに対する報酬、労働時間、休暇、社会保険の加入状況その他の雇用関係に関す

る重要事項を母国語で説明し、かつ、書面にて契約を締結する。 
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９．受入企業は、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設

の利用、労災保険の適用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。 

 

１０．受入企業は、社内及び現場において、特定技能外国人の人権を尊重し、暴力、暴言、いじ

め及びハラスメントを根絶するとともに、職業選択上の自由を尊重する。 

 

１１．受入企業は、建設キャリアアップシステムに加入し、受け入れた特定技能外国人の登録を

確実なものとするとともに、技能習得や資格取得を促し、当該特定技能外国人が保有する資格、

就業履歴等についての建設キャリアアップシステムへの登録を通じた適切な技能レベルへのキ

ャリアアップをできるように努める。 

 

１２．受入企業は、特定技能外国人が現場における指示等を的確に理解できるなど、技能レベル

に合わせた日本語能力が身につけられるように配慮し、安全確保に必要な技能、知識等の向上

を支援するとともに、安全の確保その他の要請に基づき元請企業が行う指導に従う。 

 

１３．受入企業は、特定技能外国人が日本国内で安定的かつ円滑に就労し、生活できるよう、宿

舎、通勤、相談等の日常生活上及び社会生活上の支援を行う。 

 

１４．受入企業は、特定技能外国人が有する能力を有効に発揮できるよう、日常的に密接なコミ

ュニケーションを図りながら、良好な職場環境を保ち、適切な処遇を行うとともに、他事業者

が雇用している外国人に対し、直接的、間接的な手段を問わず、悪質な引抜行為を行わない。 

 

１５．受入企業は、機構の行う共同事業の実施に要する費用を分担する。 

Ⅲ．元請企業の役割 

１６．元請企業は、受入企業等の協力の下、建設キャリアアップシステムの活用等により、現場

に入場する特定技能外国人の在留資格等の確認を徹底し、不法就労者・失踪者や、通常必要と

考えられる安全衛生教育を受けていない者の現場入場を認めない。 

 

１７．元請企業は、正当な理由なく、適切な在留資格を有する特定技能外国人を工事現場から排

除しない。 

 

１８．元請企業と受入企業は、各々の役割分担を踏まえつつ、協力して、特定技能外国人への適

切な安全衛生教育及び安全衛生管理を行う。 

 

１９．元請企業は、自社の工事現場で就労する特定技能外国人に対する労災保険の適用を徹底す

る。 
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IV. 共同事業の実施 

 

２０．機構は、有為な外国人材の選抜のための事前訓練（日本語・技能・安全衛生等）及び技能

試験の実施、試験合格者や試験免除者の就職・転職の支援並びに受入企業及び特定技能外国人

に対する指導・助言、相談対応等を行う。 

 

２１．機構は、日本の建設現場での就業経験がない特定技能外国人に対して、業務への従事前に

必要な安全衛生教育を行う。 

 

２２．機構は、受入企業による給与、手当、社会保険その他の労働関係法令の遵守、理解促進等

を推進する。 

 

２３．機構は、受注環境が大きく変化した場合における特定技能外国人への転職先の紹介、斡旋

を可能な限り行う。 

 

２４．機構は、特定技能外国人の有する能力を有効に発揮できる環境を整備するため、適正就労

監理機関である一般財団法人国際建設技能振興機構に委託して、受入企業及び特定技能外国人

に対する調査・巡回訪問等による指導・助言業務、特定技能外国人からの苦情・相談への母国

語による対応業務（母国語ホットライン）等を行う。受入企業は、これを受け入れ、また協力

するものとする。 

 

２５．機構は、特定技能外国人の大都市圏等の特定地域への偏在ができる限り生じないよう、地

方部における求人情報の発掘を積極的に行う。また、都市部と地方部との間で著しい待遇の格

差が生じないよう、受入企業に対して、求人条件の見直しなどの助言・指導を行う。さらに、

建設特定技能協議会からの地域偏在対策に関する決定等を踏まえ、必要な措置を講じる。 

 

２６．機構は、受入企業からの受入負担金及び会員からの会費を徴収し、共同事業の実施等の事

業運営を行う。 

 

V. 実効性確保措置 

 

２７．機構は、受入企業が本規範に関して違反を繰り返し、改善の余地が見られない場合は、関

係機関への通報、機構からの除名その他必要な措置を講じることができる。 

 

２８．機構は、本規範の定める特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現にあたっては、必

要に応じ、国土交通省、法務省その他関係機関と連携する。 
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VI. 外国人技能実習生及び外国人建設就労者の取り扱い 

 

２９．外国人技能実習生及び外国人建設就労者については、活動終了後、試験免除で特定技能外

国人として日本で就労できるものであることに鑑み、機構の構成員は、特定技能外国人への取

扱いに準じて、外国人技能実習生及び外国人建設就労者の適正な就労環境の確保に取り組むも

のとする。 


